
居住者の皆さまへ         2026年 3月 5日 

総務主担当 

給湯器の売込みに注意 
 

現在、給湯器販売業者が「管理

組合推奨」と偽り訪問販売を行

っています。 
 

また、「玄関横の給湯器からのパイプ交換も

安く行います」などと案内するケースも。 
 

管理組合では特定の業者を推奨しておりません。 

 

訪問販売での契約はその場で行

わず、必ず複数の業者を比較し、

信用できる業者を選定してくだ

さい。 

強引な勧誘を受けた場合は、 

「管理センターに確認してから検

討します」とお答えください。 
       


